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オース トラ リアにお け る地方 自治体(II)

事例:リ ズモ ア市 とブ リスベ ン市 の場合

京都大学経済学研究科

教授 田尾雅夫
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オース トラリアにおける地方 自治体(II)

事例:リ ズモア市 とブリスベ ン市の場合

京都大学経済学研究科

教授 田尾雅夫



オース トラ リアの地方 自治(ii)事 例

田尾雅夫

1で 概要を述べた。llで は、具体的に、地方自治体を事例 として紹介する。すで に1で

は、メルボル ン市の概要を説明 したが、さ らに詳細に、 リズモア市 とブ リスベン市 を例 と

して紹介する。一方 は、地方都市、いわばオース トラ リアの地方行政を典型 的に示す よう

な事例である。他方は、例外的な大都市で、 これからの地方行政の可能性 を示唆す るよう

な事例である。 リズモア市のような資産保全 を優先させるス トック重視の 自治体か ら、ブ

リスベン市のような、住民の複雑多岐な行政需要 に対応 しなければな らないフロー重視の

市への過程 と して、オース トラ リアの地方 自治の今後 を、捉 えることがで きるのではない

だろうか。

1リ ズモア市の場合

'1)位 置 と概要

リズモア市は、シ ドニーを州都 とするニ ューサウスウエルズ州のほぼ中央部、FarNorth

Coastに 沿った地域 の中心に位置 している。人ロは43,000人 で、そのなかで3分 の

2に あたる28,000人 は、市部に居住 し、残 りの人たちはその外 に住んで いる。市が

発行 するアニュアル ・レポー トによれば、2020年 まで には56,000人 まで に増 え

るということである。国全体 と して人口増の傾向にあるので、この予測は違 うことはない

であろう。

図1の ように、市の東側には、バイロンベイ(ByronBay)や パ リナ(Ballina)な ど同 じ規

模の都市があるが、それ らを含めて、一つの地域 をな して いる(主 観 をいえぱ、リズモア市

の中心に繁華街 といえるようなもの はな く、町並みを-歩 出れば、の どかな風景が広が っ

ている)。 この域 内では、サザンクロス大学があ り、医療的、教育的にも中心的な役割 を果

た している。

なお、わが国の大和高田市 と姉妹都市になって いる。都市化の度合いは比較 できないぼ

ど相違 して いるが、わが国の近郊都市の中では、雰囲気は似ているようである。

選挙区(wards)に 分 けない(undividedme七hod)を 採用 して、住民 と、この域 内の住民では

な いが、税金 を納めて いる利害関係者(ratepayers)に よって、12人 のカ ウンシル ・メ ン

バーが選 出される。彼 らは、互選 で市長 を選 出 し、4年 間、市の行政 を担当する。市行政

を担当する権限は、ニ ューサウス ウェルズ州議会 によって1993年 に制定された、地方

自治体法(LocalGovernmentAct)な どの関連法令に準拠 して いる。

市議会 は、毎月第二火曜日の午後6時 か ら開催され、開示を必要 としない事項以外 は原

則、住民 に公開されて いる。なお党派性はな いということであった。



図1 リズモア市 とその周辺
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2)市 役所組織につ いて

図2の ような構成 をな している。

(な お、以下 に述 べる、これらの組織の見取 り図、あるいは、地方 自治体の構造 は、これ

までのアメ リカ合衆国の コロラ ド州やケ ンタ ッキー州の地 方 自治体の それ と比較 され た

い)

カウンシルが、専門家 と してのゼネラル ・マネジャーを雇用 して、市の行政一般 を司 ら

せ、ゼネラルマネジャーは、カウンシルに対 して責任 を負う ことになる。 しか し、メイヤ

ー(市 長)は カウンシルを代表する立場にあって、市行政 を象徴する人である。ゼネラルマ

ネジャーが実質的な執行の責任者である。その人 自身は自らのオフィスを有 して、4つ の

部門を統括 し、さらに以下のような業務に関わっている。

な お、 カ ウン シルか ら発行 され た文 書("ManagementPlan2002-2003")に は それ ぞれ の部

門(grOUp)に は、それ ぞれ 、施策(prOjeCt)が あ り、年 次計画 と して そ れ ぞれの 具体 的 な細

分化 され た 目標 と、 それ を達成 す べ き期 限 と、達 成 を評価 す る指 標 が提 示 され て いる 。

○市 長公 室(GeneralManager'sOffice)

市長 の ゼネ ラ ル ・ス タ ッフ的 な役 割 を果 たす ところで あ る 。

○広 報 公聴担 当局(CommunicationsandCommunityRela七ions)

カ ウンシル ・ニ ュース レタ-や 年 次報 告書 の発 行 、イ ンターネ ッ トや イ ン トラネ ッ トの

サ イ トの管 理 な どを担 当 して いる 。

○市民 サ ー ビス局(ClientServices)

市民 サ ー ビス全般 を統括 して いる。

○経 済 開発 局(EconomicDevelopment/EventsandTourism)

経 済 関連 の事業 全 体 を統括 して いる。

○観 光案 内局(VisitorInformationCentre)

旅 行者 に対 す る情 報提 供 を して いる。

○人 的資 源管 理局(HumanResourceManagement)

職 員 の 労務管 理 、人 事管 理 を担 当 して いる。

以 上の業務 は直接 に ゼ ネラル ・マネ ジ ャー によ って管 理 さ れ る。全 体 と して 市 長 に直 属

して 、ゼネ ラル ・ス タ ッフ的 な機 能 を果 た して いる 。以下 の 、直 接事 業 部局 に比 較 す る と、

党派性 はな くとも、 さ まざ まの 利害 関係 をさ ば くため には、 ポ リテ ィカルな判 断 を必 要 と

す る こ ともあ る。その よ う な要 請 に機敏 に応 える ため に、市 長部 局の 体制 の整 備 は 必要 で

あ ろ う。

な おPaulO`Sullivan氏(GeneralManagerinLismoreCi七yCouncil)とColCooper

氏(GroupManagerinCorporate&CommunityServices)に よれ ば、 効率 的 な行 政 の ため

に は、市 長部 局 を整 備 しな けれ は:ならな い。その ため には 、コ ミ ュニ ケ ー シ ョンな どをよ

くす る ための会 合 な どが 、通庁 的 に行 われ て いな けれ ばな らない。カ ウンシル 。メ ンバ ー

とゼ ネ ラル ・マ ネジ ャー、そ して 、執行 の ため に雇 用 され た職 員 が 、それ ぞ れ役割 を分担

しなが ら、機 能 的 となるの で あ る。 な お、前述 の氏 らに よれ ば、現在 の仕 組 み と規模 は、

問題 は 少な い、ほ どよい と いう こ とで あ る 。



図2リ ズモア市の行政組織図
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また、執行において、具体的な市の行政は、以下のように4つ の部門に分 けられ る。そ

れぞれにつ いて説 明する。

1)民 生

図 中 にはCorporateandCommunityServiceと あ るが 、行 政 サ ー ビスの効 率化 や簡 便 化 、

コス トや リス クの管 理 、情 報管理 、広報 公聴 な どを含 ん で い る。具体 的 は、 自治体 と して

の 組織 と、 それ に関わ る住 民 を含 め た関係 者 との関係 構 築 に 関わ る部 門で あ る 。

○管 理部(Administra七iveServices)

総 務 的 と庶務 的 な仕 事 。

○財 務部(FinancialServices)

財 政 。資産 評価 や基金 管 理 な ども行 って いる 。

○情 報部(InformationServices)

情 報技 術 の管理 を行 い、カ ウ ンシル の文 書管 理 を行 う。 その イ ンフ ラ整備 も行 う。

○地域 サ-ビ ス部(CommunityServices)

コ ミ ュニテ ィ対 策 。 レク レー シ ョン施 設 の管 理 、青 少年対 策 、犯罪 防止 の ための 施策 立

案 。ア ボ リジの コ ミュニテ ィ対策 も含 ん で いる。

○ コアラ保 護部(KoalaChildCareCentre)

コア ラの保 護 だ けで はな く、子 供達 への啓 発 活動 も含 ん で いる。

○ 臨時 学童保 育 所(GingerbreadHouseOccasionalChildCareCentre)

必 要 に応 じて 、学童 保 育 を行 う 。

○学 童保 育所(LismoreAfterSchoolCareCentre)

5-12歳 までの学 童保 育 を行 う。

○ 図書館(LibraryManagemen七)

書籍 や資料 、CDや カセ ッ ト、 ビデオ な どの貸 出業務 を行 う。

○ 美術館(ArtGallery)

地域 の さ まざ まの 美術 品 を含 め た資 料 の収 集 と維 持 、展 示 な どを行 う。

以 上の よ うに、 と りあ えず住民 サ ー ビス を含め た雑 多 な と ころ(財 政 な どを除 けば 、部

門 と して独 立で きる ほ ど、大 きな規模 の事 業 を含 まな い)を 統括 して いるの が 、 この部 門

で あ る(わ が 国で も 、総 務 部局 には 、雑多 な事 業 が含 まれて いる)。

2)企 画 と開発(PlanningandDevelopment)

リズモ ア市域 の 発展 成 長 の ための 企画 を練 る部 門 であ る 。市域 の環 境開 発計 画(Lismore

LocalEnvironmentalPlan)の も とで の 着 実 な執 行 、都 市 開 発 戦 略(UrbanDevelopment

S七rategy)や 周辺 地域 の 住宅 戦略(RuralHousingStrategy)の 実行 、水泳 プ ールや 公共 建造

物 の安 全性 の確 認 、水 質安 全 のモ ニ タ リング、

具体 的 に は以下 の よ うな4つ の 事業 に分 け られ る。

○企 画部(PlanningServices)

さ まぎ まの企 画 の評 価 、調整 、助言 な どを行 って いる。

○建 設部(Building)

道 路 や建 造物 の 敷設 を担 当 して いる 。



○環 境管 理 部(Environmen七alHealth)

ガ ス製 造所 の修 理 点検 、洪水(stormwater)の 管 理 、 日光 防護 対 策 な どを担 当 して い る。

○廃 棄物 管理 部(WasteAdministration)

リサ イ クル対 策 な どを立案 して 実行 して い る。

3)公 共事 業

この部 門 は 、お もに カ ウ ンシル の イ ンフ ラ を維 持 し整備 す る こ とを業務 と して いる 。そ

の 主 た る領域 は 、道路 建 設 で あ り、橋梁 や 排 水処 理施 設の 建設 、 公 園や公 共用 地 の確保 、・

スポ ー ツ施設 の整 備 な どを行 って いる 。

この事 業部 門 に は120人 の職 員 と、約20人 の契 約雇 用 の臨 時職 員 が いる。

○調 査 部(Survey,Design,PlansandEstimation)

地 籍 や 交通 な どの 調査 、道 路 、排 水 溝 、遊 技 場 、駐 車場 な どの 企画 設計 な ど。

○車 両管 理部(WorkshopandFleetOperations)

車 両 な どを管 理 して い る。

○防 災部(Bushfireservices)

火事 な どに対応 。 自然 災害 か ら被 害 を少 な くす る よ うな施 策 の 立案 と実 施 。

○ 交通 管理 部(Traffic,EnvironmentandLighting)

交通 施 設 の管理 、駐車 場 、犬 や猫 の管 理 、街灯 の 管理 、道 路 の安 全維 持 。

○危 機 管理 部(EmergencyServices)

危機 管 理 を担 当 、 と くに洪 水 に よ る被 害 対 策 を担 当 して い る。

○公 園管理 部(ParksandRecreation)

樹 木 の 伐採 や芝 地 の管 理 、ス ポ ー ツ施 設 の 運営 管 理 、墓 地 の維 持管 理 な ども含 む。

○道 路 管理 部(Roads-Urban,RuralandRegiona1)

道 路 な どを管 理 して いる 。

○狭 量 管理 部(BridgesandspecialProjects)

橋 梁 な どを管理 して い る 。

ORTA事 業 部(RTAWorks)

市外 との連 絡道 路 や イ ン タ-セ クシ ョンを建 設 す る 。

少ない人員でこれだけの事業を行 うということは、公共事業 といいなが ら、ぽ とん ど企

画立案 だけに特化 して いる ということで、現場現業的な仕事 を多 く有 して いない。政策官

庁化 がすすんでいるということであろうか。

4)企 業経営

ONorthernRiverWaste

環境管理に関す る企画立案、 ゴミの収集 や有機飼料の配布 など、熱帯雨林植物園 などの

経営管理、 リサイクルの促進 な どを行 って いる。

○公園管理部(LismoreMemorialGardens)

記念公園(墓 地 〉の管理 。通常の管理以外 に、埋葬地の拡張や火葬場 に通 じる道路の付

け替 えなどを行う。



○道 路 舗 装管 理(LismoreRiversQuarryandAsphalt)

コ ンク リー トをつ くるため の砂利 やア スフ ァル トな どの道 路舗 装材 の製 造 ・管 理 な どを

行 う。

○空港 管理 部(LismoreRegionalAirport)

空港 の管 理 運営 。滑走 路 の付 け替 えやア プ ロ-チ の便 を 図 るための管 理 も行 う。ほか に、

搭 乗客 の増 加 を狙 うな どの企 画 を練 る。

○資産 管理 部(BusinessandEnterprisePropertyDevelopment)

市の 資 産の管 理 。その 売 買 も行 う 。

○上水 道管 理 部(WaterSupplySystem)

水道 水 の処 理 と分配 を行 う。

○下水 処理 部(WastewaterServices)

下水 の 収集 、処 理 、処 分 な どを行 う。

この部門に関 しては、事業規模は明らかではな いが、現業 的な要素が見 られ、公企業的

な部門であろう。地方 自治体の由来 から考 えても、インフラの整備、資産 の管理 などはも

っとも重要視 される部門である。市庁舎そのものも大 きくはな く、それぞれにっいて少な

い人員配置であろうと考 えられ る。

3)市 財政 の 構造 につ いて

歳 入

2002-03年 度 の 歳入 につ いて 、概 略 を いえ ば、 レイ ト(ratesandannualcharges)

に よる歳 入 が44%(23,722,000豪 ドル)占 め て 、 も っとも多 く、次 いで、使

用 料収 入(userchargesandfees)の19%(10,279,000豪 ドル)で ある 。助 成

金(operatinggrantsandcontributions)が18%(7,988,000豪 ドル)あ る。

リザ ー ブ収 入(reserves)が7%で 、それ らに次 ぐが 、残 余 は 、そ れぞれ 少 な く、大 きな

意 味 を も って は いな い。

以上の事業 については、市によって出版 された95頁 に及ぶアニ ュアル ・レポー トのな

かで、事業内容が詳細に記述 され、年次の達成 目標 と責任者が示 されて いる。

歳 出

資本支出(capitatexpenditure、 人件費などを含む)が31%(合 わせて18,380,

000豪 ドル)を 占め、次 いで 、交通関連(transportation)が16%(8,934,0

00豪 ドル)を 占める。 これは、道路や橋梁の建設のための支出である。その次が、清掃

や廃棄物処理(ア メニテ ィのために)の14%(6,631,000豪 ドル)で 、上下水

道の12%(6,377,000豪 ドル)、 リクレーション関連の8%(4,095,00

0豪 ドル)な どが続 いている。

報告1の 概要で述べたことであるが、交通 に関係 した支出が圧倒的に多い。いわ ば公共

事業 に関連 した道路の維持保全が基礎 自治体の業務であることが明らかである。繰 り返す

が、やは り基礎 自治体 におけるサービスの根幹は、住民資産の保全である。そのため に、



自治体 と して何 を したかが、問われるのである。それに不足 がある と、住民 は不満 をいい、

それに対応で きないカ ウンシル-メ ンパーは、選出されないことになる。

なお、以上の歳出を、 リズモア市住民の、平均的な レイ ト699豪 ドルが、 どのように

支出されたか と示すと、納税者一人当た りの支出がもっとも多 いのは、やは り農道 や市街

な どの道路の建設や保全 である。農道整備 で127豪 ドル、市街道整備で111豪 ドル、

公園や リクレーション施設の整備などのための86豪 ドルを合わせ ると、他 を圧倒 するほ

ど、公共事業に多 くの経 費が向け られて いる。

0`Sullivan氏 やCooper氏 によれば、市当局 と しては、市の財政を、基本 的に住民の福

利厚生に向けることは重要ではあるが、近年、住民の意向がさまざまに分岐 し、さ らに、

従来の枠組みでは十分対処できないことも大 いにある。 レイ トのように、直接 、住民の利

害 に近 いところで得る歳入 というのは、やは り住民に納得 させ られ るような使途に向けら

れ るべきで、そのためにも、いわ ゆる改革の ようなことは不断の姿勢 として重要である。

不便さに関する指摘もあ る。それを含めて、近年 、地方 自治体のおかれた環境 が、大 き く

変化 していることは、大 いに感 じる。従来の方法では対処できない。

現状 が、効率 的なシステムであるかについては、議論の余地がないとは いえない、とい

うことである。た とえば、 この地域、人口的 には合算 しても、それほ ど大きいとはいえな

いところに飛行場 が3つ もある。これ らの中 には、休業状態の ところもあ り、自治体財政

によ くない影響を与 えて いるといえる。

基本 的には、よ りいっそ う住民の利害 関心に合致す るような、そのためには、さまざ ま

の機会 を考えなが ら、行政 の成果や見通 しを、たえず住民 に周知 させなけれ ばな らない、

そのため にはさまざまの広報の機会 を考えて いるということであ る。

彼 らの指摘 に合わせて いえぱ、従来における地方 自治では、資産保全が最大の眼 目であ

ったが、それだけでは行政サービスのメニューではない。さらに多岐におよび、 しかも複

合的になるほど、仕組み全体、その運用法 も変えていかざるを得 ないのではないか。 リズ

モア市には、大 きな大学 もあ り、大都市ほどではないが、小さいなが らも商店街があ り、

住民の意識は多様化 して いる。さまざまに意識 が多様化 しつつある、・それに対応できるサ

-ビ スの発給 システムを構築で きるかどうかである
。前述の市職員は、それ について、楽

観的 とはいえないまで も、その見通 しは十分あ るという語 り口であ った。

ただ し、小さな 自治体の集合 として成 り立つのが、オース トラ リアの地方 自治であるの

で、それぞれの 自治体で 、小回 りは効 くが、住民の、 ごく身辺の意識 とともに、行政サー

ビスの質はあるので、それ が向上 しなければ、サービスも向上 しないという、緊密な相 関

関係があると考 えられ る。

概略的にいえぱ、わが国の人 口5万 程度、つ まり地方小都市 と比較 した場合 、事業 メニ

ューが これほど多 くはな い。 しかも、民生関連サービスのメニ ューが少な く、建設土木 に

類す る事業が多 いことは、前回報告1で 述べたが、この国の特異なところを類推で きそう

である。わが国では、本来都道府 県や国直轄の事業 を一部基礎 自治体 に降 ろ しているそう

である。おそ らく州政府 との関係 も具体的に(補 完関係 を)考 えなければならないであろう。



今後 に詳 しく比較検討 したい。

以上 の紹介 、 お よび議 論の 下地 にな ったの は 、 リズ モ ア ・カ ウ ンシル発 行 のManeg

ementPlan2002-2005、 そ のほ か、現地 で得 たパ ンフ レ ッ トな どか ら再

構 成 した 。その後 の追加 的 な情 報 はWWW.liscit.nsw.gov.auで 紹介 され て いる広報 資 料 、

また、 リズモ ア を中心 と した 、 この 地域 の歴 史 も含め た概 況 は、MauriceRyaned.(1979)

に よるLismore=TheS七 〇ryofaNorthCoastCi七y,TheCurrawongPressに 詳 しい 。

この書 は 、 この 地域 の政 治 的 、行 政 的 なバ ックグラ ウン ドの つ いて も理解 を促 して くれ る

好 著 であ る 。

2ブ リスベ ン市

1)位 置 と概 要

位置

要は、オース トラリアの西海岸北部に位置 し、クイーズラ ン ド州の州都 でもある。人口

は:約92万 人で、大都市圏域 としては、シ ドニー、メルボル ンに次 ぐ第三番目に大 きい都

市である。 しか し、カ ウンシルの規模 と しては、例外的に大都市である。

というのは、 この市は、メルボル ンやシ ドニーのように、市域全体を包括 しない、小さ

なカウンシルの集合 としてのメ トロポ リタン域ではな く、ブ リスベン市が、それ 自体大 き

な、一つの市となっている。この市には、したがって、カウンシル-メ ンバーは、例外的に

有給 とな っている。他の カウンシルでは、無給のボランテ ィア的とされ、無給であるがた

めに、資産家 しかなれないような仕組み があるのに対 して、ここでは、プ ロの政治家が育

っ素地 がある。

なお神戸市 と姉妹都市関係 にある。港湾都市 と して、その活気な どはよ く似ている。

住民構成は、約26%が 、海外で生 まれ た人 たちであ り、現在、移民 によって急激に発

展 しつつある都市である。距離的に近 いということもあ り、 とくに東南ア ジア、東 アジァ

系の住民 が急速 に増大 しつつある。 白豪主義の時代 は遠 くに過 ぎ去 りつつある。というこ

とでは、新 しい(リ ズモア市な どにはみ られないような大規模市の)都 市問題 が、今後、

生 じるのではないか と予想 される。

図3は 、市内の選挙区を示 している。26の 選挙区があ り、4年 任期で小選挙区 として

選 出される。図中の色分 けは、濃い色はオース トラ りア労働党,薄 い色が自由党であ り、

二大政党性となって いる。市長は:、別途直接 に、選挙で選 ばれる。任期は4年 である。

カウンシルは週 ごとに開催され、市長を含めた多数決 によって決せ られる。なおカウン

シルは、市長代理 とカウンシルの議長、8つ の委員会の委員長を互選 で選 出する。市長は

カウンシルに対 して、行政執行 の責任 を負っている。これ らの大枠は1924年 制定の法

律(TheCityofBrisbaneAct1924)で 決め られている。



図3カ ウンシル-メ ンパーの選挙 区
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委員会 は、市 の行 政 の それ ぞれの 分 野での 基本 的 な政策 の 方 向づ けや ア ドバ イス を行 う

ところで あ る。 な お8つ の委 員会 は

○市政 官房(CivicCabinet)

OHoldingEntityCommittee

Oビ ジネス管 理(cityBusiness)

○交 通管 理(TransportMajorProjects)

○ コ ミ ュニ テ ィ施 策(CommunityPolicy)

○財務(Finance)

○消 費者 関 連サ ー ビス(CustomerandLocalServices

O都 市 開発(UrbanPlanning)

この委 員会 は 、 おも にカ ウ ンシル ・メンバ ーに よ って 差配 され る。 ブ リス ベ ン市 の行政

の枠組 み が、 こ こで決 定 され る。 とい うこ とは、 これ らの委 員会 を通 じて 、彼 らの 、行政

に対 す る意 図 関心 が 、 こ こに反 映 され 、そ れ を受 けて 、以下 に述 べ る市役 所 組織 を通 じて

執 行 され るの で あ る。

2)市 役 所 組織 につ いて

以 上の カ ウ ンシル の も と に、図4の よ うな執 行 の ため の部 門(divisions)と 事 業 部 門

(commercialunits)か らな る市役 所 組織 を構 成 して いる 。

これ らの単 位 は 、一方 で購 買者 、他 方 で提供 者 とい う関係 にあ る。 カ ウ ンシル を、 ビジ

ネス感覚 で運 営 しよ う という発 想 に基 づ いて いる(SurendraSingh氏(CorporateFinance

StrategyManagerinCorporateFinanceCityGovernanceDivision)に よる)。

購 買部 門

○ 市 域 開発(UrbanManagement)

都 市政 策 全般 を担 当

○ 地 域 およ び経 済 開発(Community&EconomicDevelopment)

コ ミュニ テ ィや経 済 的な 問題 を担 当

○ 市統 治(CityGovernance)

企画 立 案 や財政 な どを担 当

○ 人 的資 源管 理(HumanResourcesandS七rategicManagement)

人 事 ・労 務管 理 を担 当

○ 情 報管 理(iDivision)

情 報 の管 理

OCus七 〇mer&CommunityServices

福 祉 な ど民 生行 政 を担 当

購買(purchaser)部 門 と いうの は、資源 を消 費す る部 門 で 、いわば 資源 の節 約 を図 る とこ

ろで あ る。ム ダ とな る よう な ヒ トや モ ノ、カ ネの配分 に な らな いよ うなマ ネ ジメ ン トに心

掛 けな けれ ばな らな い(組 織 論 で いえぱ 、ス タ ッフ部 門 に近 似 す る)。



図4ブ リスベン市の行政組織図
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事業提供部門(ス タッフ部門に対 して、ライン部門 といってよいであろう)

○ 公共事業(CityWork)

ビルの建設や管理運営

○ 交通(Transport)

市内市外の交通管理

○ 上下水道部(Water)

上下水道 の管理

○ 艦船部(Fleet)

艦船や港湾の管理

○バス運行部(c;tyBusiness)

パスの運行管理

以上の事業提供部門には、組織図の ように、上位 に、助言機能 を備 えたボ-ド と、統括

の ための委員会 が設置 されて いる。ボー ドのメ ンバーと しては、市長やカウンシル ・メ ンバ

ーが選任されているが、ビジネス界か ら5人 も参加 している。他に、カ ウンシル ・メンバ ー

が4人 、市庁舎 から2人(CEOとCFO)を 加 えて、12人 から構成されている。 とい

うことは、ビジネス として認識 していることが明 らかである(わ が国でいえば、交通局や

水道局 に、経済界の関係者を、経営幹部 として迎 え入れることである)。

しか し、事業 として、 これ らのサ ービスを提供するのであるから、コス ト管理を図 らな

ければな らな い。リスク管理委員会(CorporateRiskManagemen七Commi七tee)を 設け

て、事業が破綻 しないように、経過 などを監視 して いる。市役所のCEOと 各事業部門の

責任者5人 からなって いる。

なお、以上の部門は、それぞれの部門を表示 し、ルーテ ィンの業務 を執行 して いるが、

以下のような11の プ ログラムを、プロジェク ト対応 的に、執行することになる。構造 的

には ヒエラルキーによる管理構造を残 しながら、運営は機能組織 と して、それぞれに施策

を実施 している。各部門が、必要に応 じて、これ らのプログラムに関わることになる。お

もに1つ だけの こともあれは:、2つ 以上の部門が関わ ることもある。

○市統治(CityGovernance)

ブ リスベン市域の経済力、とくに、競争力を高めるための企画立案 を行 い、地域の住民

の 、それに向けての啓発 も考える。ス タンダー ド&プ アーズのAA+の 格付 けを1994年 以

来受けて おり、それを今後続 けることが、市政 に対する評価 であると して、財政の健全性

な どを重視 し、そのための企画な どを考 える。

○経済開発(EconomicDevelopment)

市民に開かれた行政 をめざ し、地域の要望を汲み上げ、また、市内の資源の保全や向上

に努める。最近 では、テ レコミュニケ-シ ョンなど、新 しい技術 を取 り入れた、振興策 を

企画立案 している。

○消費者サービス(customerservice)

住民を消費者 とみな して、彼 らが行政サービスに対 して満足できるように、アクセス し

やすいように,不 満があればそれを解消できるようにすることである。英語を話せ ない人



たちへの対応や、インターネッ トによるサ ービスにも関心が向けられ る。

○地域;生活(communitylife)

地域 生活の質の 向上 を図 り、その多様性 に対処 しなければな らない。そのためには、ス

ポーツや娯楽施設の整備 を図 り、市民 と してのアイデンテ ィテ ィを高揚 させ るような機会

を多 くするような機会を設 ける。

○公害防止 と健康管理(pollutionprevention,healthandsafety)

市民の健康をまもるように、公害をな くし安全 をよ くするようにする。

○土地利用と建造物規制(1anduseandBuiltenvironmen七)

土地が有効に活用できるように企画 した り、不要な建物が建たないように土地規制 した

りす る。

○交通(transport&traffic)

市民のさまざまの日常生活を支えるためにアクセスをよ くするための、インフラ として

の交通整備を考える。具体的にはインターチェンジやバイパス、 トンネルな どの建設 が企

画 されて いる。また、バス路線網 の整備、天然ガス車 へのバスへの切 り替 えも進行 中であ

る。ブ リスベ ン湾のフェ リー桟橋の建設な ども行う。

○環境保全 と公園管理(environment&parks)

自然保全 を伴 うさまざまの公園の設置 と維持管理

○水辺管理(waterways)

湾岸 などを含めて、健康 に被害が出ないような管理を行 い、水害 などに備 えるための施

策を検討する。

○上下水道管理(Water&SeWerage)

水源管理 と、安全で信頼できる上下水道の管理運営 を行 う。

○組織能力の向上(organizationalcapability)

2010ビ ジョン(市 の中長期計画)を 達成す るために、市職員の能力の 向上を図 る。

人的資源管理 に対応す ることになる。

以上は、企画な ど権 力行政 に関わ るところが多いが、以下 はサービス行政 を主体 として

いる。市独 自の ビジネス(citybusiness)と して行うのが、以下の4つ の公営企業である。

ビジネスであるから、利益 を得なければな らないとされる。

○公共事業(cityworks)

大 小の道路建設、交通網の整備、水害 などに対処で きるための防護岸建設、上下水道の

パ イプラインの敷設な ど。

○湾岸警備(flee七)

湾内の警備を行 っている。

○交通事業(transport)

パスの運行な ど市 内交通 を営業 して いる。

○下水道事業(water)

上水の提供 、下水の処理 を行 っている。

以 上 の 概 要 は 、BrisbaneCityCouncilAnnualReport2001-2002、ACorporate



Plan:2000-2001、 および 市職 員で あ るSurendraSingh氏 か らいた だい た資 料 を まとめ たも

の で あ る。

3)市 財政 につ いて

歳 入

2002-03年 度 の 歳 入 につ いて 、総 額 は1,228,354,000豪 ドル で 、そ

の 内訳 の概 略 は、 レイ ト(ra七esandannualcharges)に よ る歳 入 が64%(784,71

1,000豪 ドル)占 め て 、 も っとも多 く、次 いで 、使用 料 収入(userchargesandfees)

の21%(263,023,000豪 ドル)で あ る 。助 成 金(operatinggrantsand

con七ributions)が8%(102,756,000豪 ドル)あ る 。残 余 は 、そ れ ぞれ 少 な く、

大 き な意 味 を も って は いな い。

歳出

総額は1,171,647,000豪 ドルで、人件費が427,665,000豪 ドル

(36%)、 資材購入な ど674,423,000豪 ドル(58%)、 減価償却 および公債

償還費223,906,000豪 ドル(19%)な どである。

歳入 と歳 出に関する レポー トは、11の プ ロジェク トごとに示されているので、内容の

詳細は リズモア市 と比較できない。 しか し、交通関連の歳出をみると260,680,0

00豪 ドルで、やは り他を圧 して多い。 しか し、その中身は、すで に紹介 したように、道

路建設 だけではない。し左がって、道路建設などの占める割合は、相対的 に低下 している。

都市 という状況が、行政 サービスのあ り方 を複雑多岐に していて、資産の保全 というス ト

ック重視か ら、住民の、フロー重視の財政 に変容 している。

ちなみに以下で11の プ ロジェク トと公営企業につ いての2002年 度決算を紹介する。

市 統 治(CityGovernance)

経 済 開 発(EconomicDevelopmen七)

消 費 者 サ ー ビ ス(cus七 〇merservice)

地 域 生 活(communitylife)

公 害 防 止 と 健 康 管 理

(pollutionprevention,healthandsafety)

土 地 利 用 と 建 造 物 規 制

(landuseandBuiltenvironment)

交 通(transport&traffic)

環 境 保 全 と 公 園 管 理(environment&parks)

水 辺 管 理(waterways)

上 下 水 道 管 理(water&sewerage)

組 織 能 力 の 向 上(organizationalcapability)

歳 入

438,790

322

998

19,633

95,256

33,201

92,770

6,237

15,853

41,583

2,909

歳 出

78,788

9,511

18,506

85,283

97,224

50,159

260,680

57,213

56,034

15,742

45,233

公営企業 490,808 427,391



な お 、 単 位 は 一 千 豪 ドル で あ る 。 以 上 の た め の 数 字 デ ー タ はBrisbaneCityCouncil

AnnualReport2001-2002を 参 考 に し 、 さ ら に 、 そ の 後 の 資 料 をBrisbane,,qld.gov.auな ど

の イ ン タ-ネ ッ トで 補 っ た 。

滞 在 中 に、SurendraSingh氏(CorporateFinanceStrategyManagerinCorporateFinance

CityGovernanceDivision)に 、市 庁舎 な どの 見学 させ て い ただ き、 同氏 か らは 、参 考資

料 を多 く得 た。 それ らの い くらかは、 この報 告 の なか に織 り込 まれ て いる 。市 庁舎 は、市

内 中心部 にあ り、 い くつ の も ビル か ら成 り立 ち、 しか も、 それ ぞれ の規模 は大 き く、わ が

国 の政 令 市 に匹 敵 す る ような 、偉 容 の あ る庁 舎群 であ る 。

同氏 か らの イ ンタ ビュ ーに よ って窺 え る ことは 、急 速 に 、オ ース トラ リア の な かで存 在

感 を高め つつ あ る ブ リス ベ ン市 の 自負 であ る 。地方行 政 に お いて、確 実 に内 実 を確 か に し

、よ う と して 、 しか も、確 か な手 ごた えを得 て いる とい う ことは 、 この 市 をモ デ ル と して 、

オ ース トラ リア の地 方 自治 体 が 変わ るの で は な いか とい う こ とで あ る。

リズモア市 と比較すれば、資産保全 に関わ るサービスは、相変わ らず大 きいが、それ に

もかかわ らず、一般的な市民サー ビスへのシフ トが見 られる。そういうことでは、普通の

(と いうよ りも、普通の、不特定多数の住民 を想定 した都市行政のための)行 政体 にな り

かけている。この ような傾 向は、今後 いっそう続 くと考えて よいのではないだろうか。や

がて、'それは都市的ではな い、周辺部の 自治体へも波及することになるのではないだろう

か。ブ リスベ ン市 が、オ ース トラ リアの地方 自治体の、今後のモデル になるのではないか

と考える。

3小 活

オ-ス トラ リアの地方 自治体、とくに基礎 自治体 を考 える場合、(すでに、ワーキ ング レ

ポー トで紹介 した)ア メ リ力合衆国 と相違 して、連邦政府 に対 して、州政府 を地方 自治 と

考 える ことはで きない。州政府 が中央政府 のような時代が長 く続 いたということを前提 に

考 えるべきである。今後は大 いに変容 しそうであるが、州政府 対基礎 自治体 という構図で、

中央 と地方間を認識で きる。

地方自治の徹底 ということでは、その方向 として ブリスベ ン市のような、住民サ ービス

にも重心 を移すような行政サービスの多様化 を図るような方向に移行 しそうであるが、そ

れで も中小の都市 は依然 と して、インフラ整備を主体 とした行政 は残 らざるを得 ない。と

いうことでは、二極分化 が進行 しそうである という印象を抱 いた。 しか し、それも、かな

りの長期的な見通 しに立てぱ、やがてインフラ整備の比重は低下するであろう。今後 の展

開を、さらに詳細に追 いたい。

その場合、注 目 したいことがい くつかある。その一つは、人口構成上の問題である。白

豪主義 という国是 を捨てて以降 、アジアからの移民が急増 して いる。 自治体の人ロ構成 が

激変 しつつある。ブ リスベ ン市で先行 しつつある都市問題が、やがてその他の都市 、そ し



て、さらに周辺の中小都 市、も しかすると、大都市 と隔たった リズモア市の ようなところ

にも波及することであろう。

おそ らく今後 、多民族社会化 という大 きな波は、地方都市でも行政サ-ビ スは多様化 に

向かわ ざるを得 ない。いっそう民生 に関心を向けざるを得 ない。社会福祉や教育 、医療な

どに社会的な資源の多 くを充当 しなけれ ばな らな くなるからであ る。

また、その人口増に伴 って、産業化のいっそうの振興が期待 される。ということは、イ

ンフラ整備の上に、企業活動を支援するような施策が必要になるからである。そのために

は、行政が従来の インフラを超 えて、さ らにいっそう教育や保健 ・医療な どの施策 にも関

心を向ける ことになる。その方向でも、資源投資が避け られな くなる。

アメリ力合衆 国がたどった道 を、 この国は今後た どるかも しれない。 しか し、多民族社

会 に伴 うエスニ ックな問題 は、ア メリカ合衆国で実験済み といってよい。であれば、 どの

ような施策が欠かせないか、周知の ことである。その負の遺産 を償却 しなが ら、国家 とし

てのプ レゼ ンスを大き くすることになるのであろう。今後、轍の後 に足を取 られないこと

を期待 したい。その過程で、地方 自治、そ して、中央一地方関係 はどの ように変貌するの

か。人種の増塙なのか、それ ともやは りサラダ ・ボールなのか、合衆国のような深刻な歴

史を、もう一度繰 り返すのか、それ とも、もう繰 り返さないのか、非常に興味深い問題 を

提起 しているようである。

また、意思決定 を行 う部門と、執行 をもっぱ らとする部門が分離 している ということで

ある。前者がカウンシル ・メンバー、つ まり選挙で選出された議員 が担当 し、後者 が、常

雇用の市職員が担当す るという仕掛 けである。

それが、わが国の地方 自治体(基 礎 自治体)と 比較 して、決定的に相違する、つ まり、

自治体が事業体 と して捉 えることができるということである(ブ リスベ ン市は当然、 リズ

モア市 も)。 歴史的 にも、資産の保全 がもっとも優先され ることとして、組織その ものが、

わが国よりもマネジメン トを重要 と考えざるを得 ないという経過はやはり否定できないよ

うである。いわ ゆる行政の経営化が論 じやすい雰 囲気があるのではないだろうか。その意

味では、公平や公正という公的セ クターの論理は、やや後退せざるを得なかったといえる

のではないだろうか。

したがって、アメリカ合衆国に比べても、地方 自治の成熟の度合 いはまだ しもといえる

かも しれない。合衆国の場合、州政府に対する基礎 自治体の 自立は、州政府の支配が(ホ

ームルールの制定 によって)及 ばないところがあ り、それ に対 して、オース トラ リアでは、

む しろ、基礎 自治体は州政府 に対する従属の度合 いが大きいようであ る。また、また、イ

ンフラ整備 に重点が置かれがちの傾向は、わ が国 とよ く似て いるが、基礎 自治体のサ-ビ

スメニューは、多 いけれ どもその偏 りはいっそ う大 きいようである。

少な くとも、州政府の権限が強 いということでは、現状 では、基礎 自治体のおかれ た状

況 は、問題があるといわ ざるを得 ない。市民の行政需要一般 を広 く充足 させようとすれば、

ブ リスベ ン市のようにな らざるを得ず、今後の変貌 を視野に入れなが ら、研究課題 と しな

けれ ばならない。前回報告のように、今後 、中央政府が権限を大き くな り、州政府の政治

的な地位 が徐々に後退するようになれば、自ずと基礎 自治体の役割 を大 き くなるのではな

いか。



本論 自体は、表面的な記述の域 を出て いるとはいえない。分析 的とはいえるようなもの

ではない。詳細 につ いても、アメ リ力合衆国のようなところで得 た、すでに周知 された知

識 によって、理解 を深める ことができな いことも多 くあ り、今後 は、行政サ ービスの成 り

立ちを、具体的な制度や構造 に関わるところで、詳細 に検討する必要がある。今後 の課題

と したい。

私 見であるが、イギ リスにおける地方 自治の仕組み(住 民統治の仕組み)が 、それ ぞれ

植民地の事情 に合わせて変形され たと考え られる。その変形過程 を追 いながら、 しか し、

イギ リス とは伝統 も異なる地域の 自治体 の構造 や制度を比較することも、今後の課題 とい

えるであろう。


